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同上

指定難病指定医の指定の取消し

処分基準に該当する場合、指定医の指定を取り消す 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第２０条第２項、第２０条第３項

１ 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、その指定を取
り消さなければならない。
２ 指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当
な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、その指定を取り消し、又は１年
以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
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